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自
動
車
の
エ
ア
コ
ン
な
ど
に
冷
媒

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
フ
ロ
ン

は
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
で
あ
り
、

ま
た
、
温
室
効
果
ガ
ス
で
も
あ
り
ま

す
。オ

ゾ
ン
層
保
護
と
地
球
温
暖
化
防

止
の
た
め
「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」

が
施
行
さ
れ
、
カ
ー
エ
ア
コ
ン
が
あ

る
車
を
廃
棄
処
分
す
る
際
に
は
「
自

動
車
フ
ロ
ン
券
」
に
よ
り
フ
ロ
ン
回

収
な
ど
の
費
用
を
負
担
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 専門の相談員がご相談に応じます。

損害保険一般のご相談も受付します。

（社）日本損害保険協会　名古屋支部
http://www.sonpo.or.jp

263-7001 （直通）

相談日／月曜日～金曜日（祝日を除く）
9:00～12:00・13:00～17:00

弁護士相談日／毎月第2・4・5水曜日
13:00～16:00（予約制・相談無料・要面談）

岐阜市吉野町6-14
三井生命岐阜駅前ビル7階

「
自
動
車
フ
ロ
ン
券
」
は
全
国
の

郵
便
局
、
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
一
台
分
当
た
り
二
、五
八

〇
円
を
払
い
込
ん
で
い
た
だ
き
、
そ

の
払
い
込
ん
だ
証
明
と
し
て
「
自
動

車
フ
ロ
ン
券
」
を
受
け
取
り
、
廃
車

処
分
時
に
車
と
一
緒
に
引
取
業
者
に

お
渡
し
願
い
ま
す
。

【
問
合
先
】

自
動
車
フ
ロ
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

〇
三
・
五
五
三
二
・
一
四
六
一

水に溶けると、川の水を汚します。溶けないものは海まで流れていきます。
・下流で飲み水としている人々もいます。
・川や海で働く人々の仕事に迷惑をかけます。
・川や海の生物が食べたりして死ぬ場合などもあります。
汚染された物を食べた魚などを人間が食べることにもなります。

木曽川のゴミは誰が片づけているのですか。
国土交通省と川沿いの市町で片づけています。その費用は税金です。
ゴミを捨てた人だけの税金ではないのです。
＊こころない一部の人のために、貴重な休日にボランティア活動を行うことが必要となります。ボランティア活
動は「清掃」が目的でありません。「一部のこころない人に分かって欲しい」ことを願って行っています。

川や道路や公園などは皆さん自身の財産です。
一人一人が、「ゴミを捨てない」、「捨てさせない」よう心がけましょう。

ご
存
知
で
す
か
？

「
自
動
車
フ
ロ
ン
券
」

※ご意見・ご提案をお寄せください。
国土交通省　木曽川第一出張所

0586（89）2149
FAX 0586（89）4276

今
、
木
曽
川
に
は

ゴ
ミ
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん

捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
！

42.6㎞付近

一宮市

40.4㎞付近

笠松町

49.8㎞付近

▲清掃活動に汗を流すボランティア

各務原市

50㎞付近

江南市

川
に
ゴ
ミ
を

捨
て
な
い
で

岐阜自動車保険
請求相談センター


